
愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 旧 

愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例 
                     昭和32年４月１日

                      条例第19号 
（設置） 

愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例 
                     昭和32年４月１日 

                      条例第19号 
（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第30条の規定に基づき、愛媛県教育委員会の所管する教育
機関を別表第１のとおり設置する。 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第30条の規定に基づき、愛媛県教育委員会の所管する教育
機関を別表第１のとおり設置する。 

（管理の委託） （管理の委託） 
第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規

定に基づき設置の目的を効果的に達成するため管理を委託するこ

とができる教育機関及び団体は、別表第２のとおりとする。 

第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規

定に基づき設置の目的を効果的に達成するため管理を委託するこ

とができる教育機関及び団体は、別表第２のとおりとする。 
別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係） 

 名称 目的及び事業 位置  名称 目的及び事業 位置  

  
 

 
 

 
 

 

 愛媛県硬式庭球
場 

県民の体位向上のための硬式庭球
行事の実施 

松山市  

 愛媛県武道館 松山市   愛媛県武道館 松山市  

  

武道その他のスポーツの振興を図
るとともに、広く県民の心身の健全

な発達に寄与するために必要なス

ポーツ行事の実施及び施設の提供
並びに県民の体力の保持及び増進

に関する相談及び指導 

    

武道その他のスポーツの振興を図
るとともに、広く県民の心身の健全

な発達に寄与するために必要なス

ポーツ行事の実施及び施設の提供
並びに県民の体力の保持及び増進

に関する相談及び指導 

  

 省略     省略    

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 管理を委託することができる
教育機関 

管理を委託することができる団
体 

  管理を委託することができる
教育機関 

管理を委託することができる団
体 

 

 愛媛県武道館 市町村及び公共的団体   愛媛県硬式庭球場 
愛媛県武道館 

市町村及び公共的団体  

  

 



○県営体育施設使用料条例（昭和28年10月30日条例第54号）の一部改正―――附則第２項に係る部分 

新 旧 

愛媛県武道館使用料条例 

（使用料の徴収） 

県営体育施設使用料条例 

（使用料の徴収） 
第１条 愛媛県武道館（以下「武道館 」という。）の使用に対して

は、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。 

第１条 県営体育施設（以下「体育施設」という。）の使用に対して

は、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。 
 （体育施設の種類） 

 第２条 体育施設は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 愛媛県硬式庭球場 
 (２) 愛媛県武道館 

（使用料の額） （使用料の額） 
第２条 使用料の額は、別表に定める額の範囲内において、教育委員

会が定める額とする。 

第３条 使用料の額は、別表に定める額の範囲内において、教育委員

会が定める額とする。 

２ 前項に定めるもののほか、武道館 の附属設備及び備品を使用す
る場合の使用料の額は、実費を勘案して教育委員会が定める額とす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、体育施設の附属設備及び備品を使用す
る場合の使用料の額は、実費を勘案して教育委員会が定める額とす

る。 
第３条・第４条 省略 第４条・第５条 省略 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第５条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。 

第６条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。 

(１) 天災その他武道館 を使用する者の責めに帰することがで
きない理由により使用が不能となつたとき。 

(２) 武道館（        トレーニング施設を除く。）を使

用する者が教育委員会が定める日までに使用の取消しを申し出
て、教育委員会がやむを得ないと認めたとき。 

 

(１) 天災その他体育施設を使用する者の責めに帰することがで
きない理由により使用が不能となつたとき。 

(２) 体育施設（愛媛県武道館のトレーニング施設を除く。）を使

用する者が教育委員会が定める日までに使用の取消しを申し出
て、教育委員会がやむを得ないと認めたとき。 

別表（第２条関係） 別表（第３条関係） 

 区分 単位 金額    区分 単位 金額  

   愛媛県硬式庭球場 １回につき 3,160円  

 主道場                   １日につき 894,300円  愛媛県武道

館 

主道場 １日につき 894,300円  



新 旧 

 柔道場 １日につき 64,800円    柔道場 １日につき 64,800円  

剣道場 １日につき 64,800円 剣道場 １日につき 64,800円 

副道場 １日につき 35,300円

   

副道場 １日につき 35,300円

 

 会議室 １室１時間につ
き 

1,500円    会議室 １室１時間につ
き 

1,500円  

 トレーニング施設 
 

１人１回につき 
 

3,000円    トレーニング施
設 

１人１回につき 3,000円  

備考 教育委員会が定める開館時間以外の時間に武道館   
（会議室及びトレーニング施設を除く。）を使用する場合 

は、１時間につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当

該右欄に定める額を別表に定める額とする。 

備考 教育委員会が定める開館時間以外の時間に愛媛県武道館
（会議室及びトレーニング施設を除く。）を使用する場合

は、１時間につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当

該右欄に定める額を別表に定める額とする。 

 区分 金額    区分 金額  

  主道場 84,100円  主道場 84,100円  

 柔道場 6,490円  柔道場 6,490円  

 剣道場 6,490円  剣道場 6,490円  

 副道場 3,850円  副道場 3,850円  

  

 

 


